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アニマルウェルフェアマネジメント - フードサプライチェーンの

組織に対する一般要求事項及びガイダンス 
 

１．規格の概要 

OIEの陸生動物衛生規約（TAHC）（第 7.1章）で記されているアニマルウェルフェアの

原則の実施を促進するための一般要求事項及び推奨事項を規定しており、OIEで採択され

た食料生産動物と関連する TAHCで規定される以下の側面に限定される。 

 － 動物の航路輸送 

 － 動物の陸路輸送 

 － 動物の空路輸送 

 － 動物の畜殺 

 － アニマルウェルフェアと畜牛の生産システム 

 － アニマルウェルフェアと若鶏の生産システム  

－ アニマルウェルフェアと乳牛の生産システム  

対象は、飼料もしくは食料生産のために繁殖または飼育されている陸生動物で、下記

の動物は除外されている。 

研究及び教育活動に使用される動物、動物の避難所及び動物園にいる動物、愛玩動物、

飼い主からはぐれた動物及び管理の対象となっている野生動物、水生動物、関係当局の

指示により公衆衛生・動物保健の目的で殺処分の対象となっている動物、人に迷惑をか

けるとして人道的な罠を使用した殺処分の対象となっている動物及び皮革を採取するた

めの動物。 

 

２．発行状況等 

  2013年 12月に新業務項目提案が承認され、2016年 11月に初版が発行された。 

 

３．規格の構成（仮訳） 

まえがき 

序文 

1   適用範囲 

2   引用文献 

3   用語及び定義 

4   アニマルウェルフェア計画の開発に関する基本原理 

5   アニマルウェルフェア計画の開発 



5.1 第 1段階－ギャップの同定 

5.2 第 2段階－アニマルウェルフェア計画の起草 

5.3 第 3段階－アニマルウェルフェア計画の実施 

5.4 第 4段階－評価及びレビュー 

附属書Ａ（参考）動物ベースの基準のためのアニマルウェルフェア閾値 
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